
第５種共同漁業権遊漁規則 共通事項
２．遊漁に際し守るべき事項
（この他組合別に別途定める事項あり）

１ 遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁承認証を携帯し、
漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければな
らない。
２ 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わな
ければならない。
３ 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、
漁業者及び他の遊漁者の迷惑となる行為をしてはならない。
4 遊漁者は、組合が漁業法（昭和24年法律第267号）に基づ
く報告等のために行う採捕量の調査等に協力するものとする。

１．遊漁承認証に関する事項
（この他組合別に別途定める事項あり）

１ 組合は、承認をしたときは、次に掲げる事項を記
載した遊漁承認証(オンラインシステムにより発行
されるものを含む。)を遊漁者に交付するものとする。

（１）承認を受けた者の氏名、住所
（２）承認期間
（３）魚種
（４）漁具・漁法
（５）遊漁区域
（６）遊漁料の額
（７）注意事項
（８）その他参考となるべき事項
（９）発行者名

２ 遊漁承認証の交付は、組合別に記載の遊漁料の納付
場所、組合が指定するオンラインシステム又は漁場
監視員において行うものとする。

３ 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない

３．漁場監視員に関する事項
１ 漁場監視員は、遊漁者に対し、この規則の遵守に関して
必要な指示を行うことができる。

２ 漁場監視員は、次に掲げる事項を記載した漁場監視員証
を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章を
つけるものとする。

（１）氏名
（２）有効期間
（３）注意事項
（４）その他必要な事項
（５）発行者名

４．違反者に対する措置に関する事項
組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちに遊漁の中止を命じ、以後のその者の遊漁を拒否することができ
る。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払戻しは、行わないものとする。


